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春日部市環境都市宣言 

 

春日部市は、江戸川、大落古利根川に代表される多くの水辺をはじめとし

た自然や、広々とした田園の中に都市機能と拠点性を持ち合わせています。

また、日光街道第四の宿場町としての歴史や日本一の大凧をはじめとする伝

統文化、桐たんすなどの伝統産業と豊かな農の恵みに育まれたまちとして発

展してきました。 

高度経済成長の頃から、それまでの生活様式や産業構造が変化し、水・空

気・大地の汚染などによる環境への負荷を発生させ、温暖化に象徴される地

球環境の危機に及んでいます。 

今こそ、わたしたちは暮らしを見つめ直し、未来に向け、より良い環境を

つくり育てていかなければなりません。 

わたしたち、地球に生きる春日部市民は、心を一つにして、自然と調和し

た春日部市を目指すため、ここに「環境都市」を宣言します。 

 

一 わたしたちは、水と緑と澄んだ空気を大切にし、自然と人とが共生した

まちをつくります。 

一 わたしたちは、「もったいない」を合言葉に、ごみを減らし、エネルギー

を節約し、低炭素社会※ 1 を担うまちをつくります。 

一 わたしたちは、環境について学び、伝え合い、家庭や地域から、積極的

に行動し、地球にやさしいまちをつくります。 

 

 

2009 年（平成 21 年）4 月 1 日 

 

 

春 日 部 市 

 

 

 

 

 

                                                   
※ 1 地球温暖化の原因である二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を、自然が吸収できる量以内に

削減するため、低炭素エネルギーの導入などの環境配慮を徹底する社会システム。  
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第 1 章 新たな計画策定にあたって 

1．地球温暖化の現状と我が国の対応 

地球温暖化とは、主に人間の産業活動に伴う排出によって大気中の二酸化

炭素などの温室効果ガス※ 2の濃度が増加することにより、地表面から放出さ

れるエネルギーのうち温室効果ガスに吸収される量が増加し、地表面の温度

が上昇する現象です。 

2014年（平成26年）に公表されたIPCC※ 3（気候変動に関する政府間パネ

ル）第5次評価報告書では、「気候システムの温暖化には疑う余地がなく、

また1950年代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前

例のないものである。大気と海洋は温暖化し、雪氷の量は減少し、海面水位

は上昇し、温室効果ガス濃度は増加している。」と指摘されています。 

地球温暖化防止に関する対策として国際的には、1992年（平成４年）に国

連気候変動枠組条約※ 4が国連総会で採択され、1994年（平成６年）に発効し

ました。1997年（平成９年）には京都議定書※ 5が採択され、2005年（平成17

年）に発効しました。 

国際的な取組が進められる中、「地球温暖化対策の推進に関する法律※ 6」

（以下、「温対法」という。）が1998年（平成10年）に公布、1999年（平成11

年）に施行されています。この法律では、地球温暖化対策への取組として、

国・地方公共団体・事業者及び国民それぞれの責務を明らかにするととも

に、国・地方公共団体の実行計画の策定、事業者による算定報告公表制度な

ど、各主体の取組を促進するための法的枠組を整備するものとなっていま

す。 

その後、京都議定書に続く新たな国際枠組である「パリ協定」と、2015

年（平成 27 年）７月に我が国が国連に提出した「日本の約束草案」を踏ま

                                                   
※ 2 大気圏にあり、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす

気体の総称。地球温暖化対策の推進に関する法律に定められている温室効果ガスは二酸化炭素

やメタンなど 7 種類。  
※ 3 Intergovernmental Panel on Climate Changeの略。各国政府を代表する専門家が地球温

暖化に関して議論する場。国連環境計画と世界気象機関により、 1989 年（平成元年）に設置。

地球温暖化のメカニズム、社会経済への影響、対策を明らかにすることが目的。  
※ 4 正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約」。温室効果ガスの増大に伴う気候変動を防止

するための枠組を規定した条約。 1992 年（平成４年５月）に採択され、 1994 年（平成６年）3

月 21 日に発効。先進国が温室効果ガス排出量を 1990 年（平成 2 年）レベルに安定化されるこ

と、各国が排出量の国家通報を行い、締約国会議で審査を行うなどを盛り込んでいる。  
※ 5 1997 年（平成 9 年）に開催された「地球温暖化防止京都会議（第 3 回締約国会議： COP3）にお

いて採択された議定書（関係した国々が署名した条約の一種）。先進国に対し、法的な拘束力の

ある削減目標を定め、先進国全体で温室効果ガスを 5.2％削減することとした。また、排出量

取引、共同対策事業、開発途上国の対策支援などが組み込まれている。 2005 年（平成 17 年） 2

月 16 日に発効。日本は 2002 年（平成 14 年）６月に批准。  
※ 6 京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措置、

温室効果ガスの多量排出者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを義務付け、

国が報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」等につ

いて定めたもの。  
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え、2016 年（平成 28 年）5 月に、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されま

した。計画では、温室効果ガスの排出量を 2030 年度（令和 12 年度）までに

2013 年度（平成 25 年度）比で 26％削減するという中期目標に併せて、各部

門のエネルギー起源二酸化炭素について排出量の目安が示されました。 

その後、「地球温暖化対策計画」は令和３年 10 月に改訂され、温室効果ガ

スの排出量を 2030 年度（令和 12 年度）までに 2013 年度（平成 25 年度）比

で 46%削減、2050 年度（令和 32 年度）までに温室効果ガス排出を全体とし

てゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことに変更されました。 

 

2．これまでの市の取組 
市では、温対法に基づき、市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減

計画として、2009年度（平成21年度）に「第1次春日部市地球温暖化対策実

行計画」（以下、「前計画」という。）を策定しました。2015年度（平成27

年度）の継続改訂を経て、2017年度（平成29年度）までを計画期間とし、取

組を実施してきました。 

また、多様化する環境問題と向き合い、国の動向や国際的な取組などに注

視しながら、本市の特性にあった施策を推進して行くため、2008年度（平成

20年度）に春日部市環境基本計画を策定しました。2018年（平成30年）３月

には、社会的情勢の変化を加味し、新たに「第２次春日部市環境基本計画」

を策定しました。 

その後、令和３年３月には、2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロとす

る「ゼロカーボンシティ」を目指す旨を宣言しました。 

なお、第２次春日部市環境基本計画には、春日部市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）の基本的な考え方を継承した「みんなで取り組む春日部市

地球温暖化対策実行計画」が含まれています。 

 「みんなで取り組む春日部市地球温暖化対策実行計画」とは、2018 年度（平

成 30 年度）から 2027 年度（令和９年度）までを計画期間とし、市域全体の

温室効果ガス排出量を削減するための計画です。 
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第 2 章 計画に関する基本的な事項 

1．計画の目的 
市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減に努めることや、温室効果

ガスの吸収作用の保全及び強化をすることは、地域の温室効果ガス排出抑制

に寄与します。また、市の事務事業において、環境への配慮を進めること

は、市場経済の仕組において、環境に配慮した製品やサービスの普及促進に

資することにもつながります。そのため、本計画を推進する事は、循環型社

会や低炭素社会の構築を支援することになります。 

本計画は、最新の温暖化の現状や国の取組などの方針を踏まえ、温対法第

21 条第１項に策定が義務付けられているものであり、市の事務事業に関す

る温室効果ガスの排出の抑制等に取り組み、実効性のある地球温暖化対策を

推進することを目的とします。 
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2．計画の位置付け 
本計画は、図表１のとおり温対法第21条及び春日部市環境基本計画に基づ

き策定するものです。 

本計画の実施に加え、温対法・エネルギーの使用の合理化に関する法律※ 7

（以下「省エネ法」という。）に基づく省エネ対策、及び埼玉県地球温暖化

対策推進条例※ 8（以下「県条例」という。）に基づく地球温暖化対策を総合

的に取り組みます。 

 また、計画の推進にあたっては、省エネと再生可能エネルギーの利用など

を図り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリー

ン購入法」という。）・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した

契約の推進に関する法律（以下「環境配慮契約法」という。）・環境情報の提

供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法

律（以下「環境配慮促進法」という。）への対応などを含め、より環境に配

慮した取組を多面的に行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※ 7 貴重な燃料資源の有効な利活用を目的として、工場・建築物・輸送・機械器具のエネルギー使

用の合理化を推進するために必要な措置などを定めた法律。平成 20 年５月改正で事業所単位か

ら事業者単位（企業単位）のエネルギー管理に体系が変わり、地方公共団体においても企業と

同様のエネルギー管理を求められている。  
※ 8 県・事業者・県民・環境保全活動団体等が協働して地球温暖化対策を推進するため、事業活動・

建築物・自動車交通・環境物品等の購入について地球温暖化対策に関し必要な事項を定めたも

の。  

春日部市  

環境基本条例  

春日部市環境基本計画  

地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）を含む 

春日部市役所が取り組む 
地球温暖化対策実行計画 

図表１ 実行計画と関係法令

等 

 

地球温暖化対策計画 

エネルギーの使用の 

合理化に関する法律 

【省エネ法】 

埼玉県地球温暖化 

対策推進条例【県条

例】 

環境基本法  
地球温暖化対策の  

推進に関する法律  

【温対法】  

春日部市総合振興計画  

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に 

配慮した事業活動の促進に関する法律 【環境配慮促進法】 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

【グリーン購入法】 

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した

契約の推進に関する法律     【環境配慮契約法】 
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3．計画の対象施設 
本計画の対象となるのは､図表２のとおり本庁及び出先機関を含め、市が

所有または賃借している全ての公共施設です。 

業務委託による事業、指定管理者により管理されている施設、公共施設に

入居している事務所やテナントも対象とします。一部の計画対象外となる施

設や事業は、図表３にその理由とともに示します。 

なお、廃棄物処理施設における廃棄物焼却や、し尿処理からも後述する

「計画の対象物質」が排出されることから、他の施設からの排出とは区分け

し、非エネルギー起源の排出源として算定します。 

 

図表２ 部局ごとの主な対象施設 

部局 主な対象施設等 

市長部局 庁舎（本庁舎及び別館等）、保育所、コミュニティ施設（集

会所含む）、駐輪場、健康保険施設、福祉施設（高齢者福祉

施設・障がい者福祉施設、児童センター）、廃棄物処理施

設、消防施設（緊急車両含む）、公園、街灯、ポンプ場 等 

市立医療センター 市立医療センター 

上下水道部 

（水道事業） 

事務所、浄水場、ポンプ場 等 

教育委員会 庁舎（教育センター）、小中学校、公民館、図書館、体育施

設、文化施設、給食センター 等 

 

 

図表３ 計画対象外となる施設や事務 

施設・事務 理由 

市営住宅（共有部分含む） エネルギー使用に関しては共有部分も含め居住者による

管理のため 

土地開発公社 市から独立した法人による事務のため 

埼葛斎場組合 一部事務組合による事業のため 
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 4．計画の対象物質 
本計画の対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）・メタン

（CH4）・一酸化二窒素（N20）・ハイドロフルオロカーボン（HFC）・パーフ

ルオロカーボン（PFC）・六ふっ化硫黄（SF6）・三ふっ化窒素（NF3）の7物

質です。 

このうちハイドロフルオロカーボン・パーフルオロカーボン・六ふっ化硫

黄・三ふっ化窒素は、市の事務事業において発生の見込みがないもしくは、

ほとんどないことから、算定対象外とします。 

なお、各温室効果ガスの主な排出源は図表４のとおりです。 

 

図表４ 温室効果ガスの種類と主な発生源 

温室効果ガスの種類 性質 主な用途や発生源 

二酸化炭素       

（CO2） 

代表的な温室効果ガス。無

色無臭の気体 

燃料の燃焼・発泡用ガス・ド

ライアイスなど 

メタン         

（CH4） 

天然ガスの主成分で、常温

で気体。よく燃える。空気

より軽い 

家畜の腸内発酵・廃棄物の埋

め立て・自動車の排気・浄化

槽・燃料の燃焼など 

一酸化二窒素      

（N20） 

数ある窒素酸化物の中で最

も安定した物質。オゾン層

を破壊する。他の窒素酸化

物（例えば二酸化窒素）な

どのような害はない 

燃料の燃焼・自動車の排気・

笑気ガスの使用・浄化槽・工

業プロセスなど 

ハイドロフルオロカーボン 

（HFC） 

塩素がなく、オゾン層を破

壊しないフロン。化学的に

安定しており、クロロフロ

オロカーボン（CFC）の代替

として利用される。強力な

温室効果ガス 

スプレー・エアコンや冷蔵庫

などの冷媒・化学物質の製造

プロセス・建物の断熱材など 

パーフルオロカーボン 

（PFC） 

炭素とフッ素だけからなる 

フロン。強力な温室効果ガ

ス 

半導体の製造プロセスなど 

六ふっ化硫黄       

（SF6） 

化学的に安定した、無毒・

無臭・無色・不燃性の気体

で、高い絶縁性能をもつ。

強力な温室効果ガス 

電気の絶縁体など 

 

三ふっ化窒素       

（NF3） 

無色・有毒・無臭・助燃性

のある気体。強力な温室効

果ガス 

半導体の製造プロセスなど 
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第 3 章 温室効果ガスの排出量等の状況 

1．エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の状況 
(1) エネルギー起源の温室効果ガス排出量 

 2013 年度（平成 25 年度）における本市の全事務事業からの温室効果ガス排

出量合計は、20,288t-CO2になります（図表５）｡ 

 また、2021 年度(令和３年度)における温室効果ガス排出量合計は

18,056t-CO2 となっています（図表６）。 

なお、表中の各項目の算出方法は次の通り 

① 電気の使用に伴って排出される温室効果ガス排出量は、毎年度国が電力

事業者から取りまとめて公表する排出係数のうち、購入先の電気事業者

ごとの実排出係数を使用します。 

② 自動車等燃料は、ガソリン・軽油使用量を合算したものです。 

③ その他燃料は、重油・LPG・LNG使用量の合算したものです。 

④ 合計は、端数処理の関係上、値が一致しないことがあります。 

 

図表５ エネルギー別の使用量と温室効果ガスの排出量（2013年度） 

温室効果ガス 
の種類 

エネルギー等の 
種別 

使用量 
発熱量 
（GJ） 

温室効果ガス
排出量 
(t-CO2) 

割合(%) 

 
二酸化炭素 電気 

31,788 
(千kWh) 

311,402 16,235 80.025 

灯油 
739 

(Kℓ) 
27,106 1,839 9.065 

都市ガス 
686 

(千㎥) 
30,748 1,533 7.556 

自動車等燃料 
175 

(Kℓ) 
6,149 415 2.046 

その他燃料 ― 4,173 256 1.262 

小計 ― 379,578 20,278 99.954 
メタン ― ― ― 0.4 0.002 
一酸化二窒素 ― ― ― 9 0.044 

合  計 ― ― ― 20,288 100.000 
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電気

71.05%

灯油

3.36%

都市ガス

21.86%

自動車燃料

1.98%

その他燃

料

1.74%

電気

80.06%

灯油

9.07%

都市ガス

7.56%

自動車燃料

2.05%

その他燃

料

1.26%

図表６ エネルギー別の使用量と温室効果ガスの排出量（2021年度） 

温室効果ガス 
の種類 

エネルギー等の 
種別 

使用量 
発熱量 
（GJ） 

温室効果ガス
排出量 
(t-CO2) 

割合(%) 

 
二酸化炭素 

電気 
30,239 

(千kWh) 
298,858 12,824 71.021 

灯油 
244 

(Kℓ) 
8,955 606 3.358 

都市ガス 
1766 

(千㎥) 
79,117 3,945 21.851 

自動車等燃料 
150 

(Kℓ) 
5,283 358 1.982 

その他燃料 ― 5,209 315 1.744 
小計 ― 397,447 18,048 99.956 

メタン ― ― ― 0.4 0.002 
一酸化二窒素 ― ― ― 7 0.039 

合  計 ― ― ― 18,056  100.000  

 

基準年度、最新年度共に温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の発

生源は、図表７のとおり電気の使用に伴う排出量が大部分を占めていま

す。 

次いで、灯油の使用と都市ガスの使用に伴う排出となっていますが、最

新年度では都市ガスの使用量が増加し、都市ガスの使用による二酸化炭素

の排出割合が大きく増加しています。なお、本市の事務事業におけるエネ

ルギーの主な用途は、電気については照明や空調、灯油と都市ガスは給湯

や空調です。 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年度 (2013 年度 ) 

図表７ 二酸化炭素の発生源別内訳（2013年度と2021年度比較） 

最新年度 (2021 年度 ) 
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○部局別のエネルギー別使用量 

基準年度及び最新年度の部局別の電気・灯油・都市ガス・自動車等燃料

の使用量は、図表８、９のとおりです。 

エネルギー別使用量は、市長部局及び上下水道部（水道事業）において

は、最新年度の使用量が基準年度の使用量に対して減少しています。 

 

 

図表８ 部局別のエネルギー別使用量（2013年度） 

  エネルギー使用量 
燃料の発熱量 

（GJ） 
電気 

(千kWh) 

灯油 

（kℓ） 

都市ガス 

(千㎥) 

自動車等燃料※

(kℓ) 

市長部局 11,974 88 177 146 133,683 

市立医療センター※ 3,439 404 19 1 49,064 

上下水道部 

（水道事業） 

6,281 19 0 8 62,494 

教育委員会 10,094 228 490 19 134,337 

合  計※ 31,788 739 686 175 379,578 

※市立医療センターは、2016年度（平成28年度）に新築移

転したため、旧市立病院の値である。 

 

図表９ 部局別のエネルギー別使用量（2021年度） 

  エネルギー使用量 
燃料の発熱量 

（GJ） 
電気 

(千kWh) 

灯油 

（kℓ） 

都市ガス 

(千㎥) 

自動車等燃料※

(kℓ) 

市長部局 9,525 53 193 132 108,866 

市立医療センター 4,911 0 815 0 84,211 

上下水道部 

（水道事業） 

5,765 10 0 5 58,033 

教育委員会 10,038 180 758 13 141,096 

合  計※ 30,239 243 1766 150 392,206 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局名  

区 分  

部局名  

区 分  



   12 

 

【温室効果ガス排出量の計算方法】 

温室効果ガス排出量の算定は、エネルギーの使用量に排出係数を掛けて求め 

ます。 

 

【計算の流れ】 

    使用量 × 排出係数 ＝ 排出量  

 

※地球温暖化係数がガスごとに異なるため、全てのガスを二酸化炭素あたりの

温室効果に換算し、算出します。 

※排出係数は、エネルギーの種類ごとに異なります。 

※温室効果ガスの種類ごとに、使用エネルギー別の温室効果ガス排出量を計算

し、合計したものが総排出量になります。 

  ○部局別の二酸化炭素排出量 

 部局別の二酸化炭素の排出量は図表10、11のとおりです。 

 新築移転した市立医療センターを除き、二酸化炭素排出量は基準年度

に対して、減少しています。 

 

図表10 部局別の二酸化炭素排出量（2013年度） 

部局名 二酸化炭素排出量

(t-CO2） 

構成比 

（％） 

市長部局 7,414 36.56 

市立医療センター※ 2,877 14.19 

上下水道部 

（水道事業） 

3,402 16.78 

教育委員会 6,584 32.47 

合  計※ 20,277 100.00 

※市立医療センターは、2016年度（平成28年度）に新築移

転したため、旧市立病院の値である。 

 

図表11 部局別の二酸化炭素排出量（2021年度） 

部局名 二酸化炭素排出量

(t-CO2） 

構成比 

（％） 

市長部局 5,197 28.80 

市立医療センター 3,654 20.25 

上下水道部 

（水道事業） 

2,732 15.14 

教育委員会 6,464 35.82 

合  計※ 18,047 100.00 
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(2) 非エネルギー起源の温室効果ガス排出量 

非エネルギー起源の温室効果ガス排出量合計は、図表12,13のとおりです｡ 

最新年度の温室効果ガス排出量は、一般廃棄物の処理量の減少により、基

準年度に対し全体的に減少しています。 

 

図表12 非エネルギー起源（廃棄物の焼却等）の温室効果ガス排出量（2013年度） 

温室効果ガス 

の種類 
排出源 処理量 

温室効果ガス
排出量 

(t-CO2) 

割合 

(％) 

二酸化炭素 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(合成繊維以外) 11,105(t) 
31,002 95.41 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(合成繊維) 132(t) 

メタン 
し尿処理 22,802(㎥) 

18 0.06 

一酸化二窒素 7 0.02 

メタン 
浄化槽 11,106(人) 

138 0.42 

一酸化二窒素 79 0.24 

メタン 
一般廃棄物焼却 73,922(t) 

2 0.01 

一酸化二窒素 1,249 3.84 

合計 ― ― 32,495 100.00 

 

図表13 非エネルギー起源（廃棄物の焼却等）の温室効果ガス排出量（2021年度） 

温室効果ガス 

の種類 
排出源 処理量 

温室効果ガス
排出量 

(t-CO2) 

割合 

(％) 

二酸化炭素 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(合成繊維以外) 9,275(t) 
25,829 95.25 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(合成繊維) 60(t) 

メタン 
し尿処理 20,629(㎥) 

20 0.07 

一酸化二窒素 6 0.02 

メタン 
浄化槽 8,027(人) 

118 0.44 

一酸化二窒素 55 0.20 

メタン 
一般廃棄物焼却 64,367(t) 

2 0.01 

一酸化二窒素 1088 4.01 

合計 ― ― 27,118 100.00 
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2. 前計画について 
 前計画は、基準年度を2008年度（平成20年度）とし、途中見直しの結果、

計画期間を2010年度（平成22年度）から2017年度（平成29年度）までとし、

温室効果ガス排出量の削減に取り組んできました。 

 2016年度（平成28年度）までの状況は図表14のとおりです。 

 なお、前計画では、温室効果ガス算定において、排出係数を基準年度の

2008年度（平成20年度）に固定していたため、本計画内の他のデータと差異

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 14 温室効果ガス総排出量の推移 

 

※電気の使用による排出係数（東京電力） 

 2008 年度（平成 20 年度）（基準年度）…0.418 kg-CO2/kWh 

  2013 年度（平成 25 年度）（基準年度）…0.530  kg-CO2/kWh 

 2016 年度（平成 28 年度）（基準年度）…0.500 kg-CO2/kWh 

 

  

18,733 
18,932 

17,182 

16,932 

17,237 

17,016 

16,934 

18,439 

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

目標値  
16,859 

基準年度  

2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

単位：t-CO2 
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第 4 章 計画の期間及び目標 

 本計画は、国の地球温暖化対策計画に即して作成することが義務付けられ

ており、この計画では、中期目標として 2030 年度（令和 12 年度）までに 2013

年度（平成 25 年度）比で温室効果ガス排出量を 46％減の水準にすることとさ

れています。本市の事務事業の多くが該当する、エネルギー起源 CO2 の「業務

その他部門」は排出量 51％減、「運輸部門」は 35%減、非エネルギー起源 CO2

は排出量 14％減の目標となっています。 

 また、「みんなで取り組む春日部市地球温暖化対策実行計画」（地方公共団

体実行計画（区域施策編））では、国の目標値に対して近似曲線を作成し、2027

年度（令和９年度）までに 2013 年度（平成 25 年度）比で温室効果ガス 38％

減とし、中期目標として 2030 年度、長期目標として 2050 年度での削減目標

を設定しました。 

 本計画は区域施策編と同様に、温室効果ガスの種類ごとに、基準年度に対

する 2027 年度（令和９年度）及び 2030 年度（令和 12 年度）の削減目標値を

設定します。 

 

1．計画の期間と基準年度 
 計画期間は 2018 年度（平成 30 年度）から 2027 年度（令和９年度）までの

10 年間とし、基準年度は 2013 年度（平成 25 年度）とします。 

 

2．温室効果ガス総排出量の目標値 
本市の事務事業による温室効果ガス総排出量の削減目標を以下のように定

めます。 

 

図表15 エネルギー起源の温室効果ガス排出量 

年度 二酸化炭素排出量 温室効果ガス総排出量 

2013年度 20,278 t-CO2 20,288 t-CO2 

   

2027年度 
11,761 t-CO2 

（削減率42.0％） 

11,767 t-CO2 

（削減率42.0％） 

・エネルギー起源の温室効果ガス総排出量 

2027年度（令和９年度）までに2013年度（平成25年度）比で42.0％削減 

2030年度（令和12年度）までに2013年度（平成25年度）比で51.0％削減 

・非エネルギー起源の温室効果ガス総排出量 

2027年度（令和９年度）までに2013年度（平成25年度）比で12.4％削減 

2030年度（令和12年度）までに2013年度（平成25年度）比で15.0％削減 
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2030年度 
9,936 t-CO2 

（削減率51.0%） 

9,941 t-CO2 

（削減率51.0％） 

 

図表16 非エネルギー起源の温室効果ガス排出量 

年度 二酸化炭素排出量 温室効果ガス総排出量 

2013年度 31,002 t-CO2 32,495 t-CO2 

   

2027年度 
27,157 t-CO2 

（削減率12.4％） 

28,465 t-CO2 

（削減率12.4％） 

   

2030年度 
26,351 t-CO2 

（削減率15.0％） 

27,620 t-CO2 

（削減率15.0％） 

 

3．温室効果ガス排出量削減に係る進捗状況 
本市の事務事業による温室効果ガス総排出量の削減目標に対する2021年度

(令和３年度)時点での進捗状況は図表17のとおりです。 

エネルギー起源温室効果ガスについては、2021年度(令和３年度)時点で約

11%の削減率となっており、更なる温室効果ガス排出量削減に向けた対策が

必要です。 

非エネルギー起源温室効果ガスについては、2021年度(令和３年度)時点で

約17%の削減率となっており、現状値で2027年度（令和９年度）削減目標を

達成しています。しかしながらゼロカーボンシティの実現に向けて引き続き

温室効果ガス排出量の削減に取り組む必要があります。 

 

図表17 温室効果ガス排出量の進捗状況 

温室効果ガス種別 

基準値 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

現状値 

2021 年度 

(令和３年度) 

目標値 

2027 年度 

(令和９年度) 

エネルギー起源 20,288 t-CO2 
18,047 t-CO2 

(11.0%削減) 

11,767 t-CO2 

(42.0%削減) 

非エネルギー起源 32,495 t-CO2 
27,118 t-CO2 

(16.5%削減) 

28,465 t-CO2 

(12.4%削減) 
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第 5 章 目標達成のための取組内容 

市は、温室効果ガスの削減目標達成のため、図表 18 に示す体系で各取組を

行います。  

市の事務事業の中には、全庁的に共通して取り組むことがふさわしいもの、

部局固有の対応や手法を講じる必要があるものがあることから、これらを整

理した上で、効率的かつ効果的な推進を図るものとします。  

計画を推進する上で重要な部分となる事項や、組織横断的に取り組むべき

事項は、重点推進事項として位置付けます。  

なお、具体的な行動指針は資料 1 として資料編に掲載します。  

 

 

 

①環境負荷の少ない公共施設への転換（改修・更新）  

②環境負荷の少ない移動手段への転換 

③節電・省エネルギーの通年実施（職員への意識啓発） 

  

 

①電気使用量の削減  

②エネルギーや資源利用量の削減  

③環境に配慮したグリーン購入・グリーン契約の取組  

④緑の維持管理  

 

  

①市長部局  

②市立医療センター  

③上下水道部（水道事業）  

④教育委員会  

 

図表 18 目標達成のための取組体系 

  

1．重点推進事項  

2．その他の全庁共通事項  

3．部局固有の取組事項  
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1．重点推進事項の推進 
 (1) 重点的に取り組む内容 

 重点推進事項① 環境負荷の少ない公共施設への転換（改修・更新） 

・「春日部市公共施設マネジメント基本計画」と連携し、計画期間内

において大規模改修等や建替えが予定されている施設についての情

報を収集し、担当課と連携して、建替え又は改修等を実施する施設

について、最大限環境負荷を低減する施設更新となるよう協議・検

討を行います。 

・取組施設の優先順位を検討する際、省エネルギー診断を実施して効

果的な取組を進めます。 

・BEMS
ベ ム ス

※ 9 等によるエネルギー管理を行い、エネルギーの使用状況の見

える化と最適化を図ります。 

・建物の照明及び街灯の LED 化を進めます。 

・ESCO
エ ス コ

※ 10 事業の導入など、民間の資金や技術を活用した環境負荷の少

ない公共施設への転換を進めます。 

・設置可能な市保有の建築物の約 50%以上に太陽光発電設備等の再生

可能エネルギー発電設備や蓄電池などを設置することを目指し、環

境面及び防災面の機能強化を図ります。 

・新設や大規模な更新が計画されている施設は、環境への負荷を低減

するためZEB
ゼ ブ

 Ready
レ デ ィ

※ 11 相当を目指します。 

・2028 年度までに、市で調達する電力の 70％以上を再生可能エネルギ

ー電力とし、市庁舎の RE100 及び営農型太陽光・公共 PPA からのエ

ネルギーの地産地消を目指します。 
 

重点推進事項② 環境負荷の少ない移動手段への転換 

・公用車の利用状況を勘案し、公共交通機関や自転車の利用を推進す

ることで、車両台数の適正化を図ります。 

・買い替え、リース期間満了により、新たな自動車を取得しようとす

る場合、原則として、次世代自動車を導入するものとします。特

に、電気自動車については、2028 年度までに事務事業に供する公用

車の内、20%以上の導入を目指します。 

・公用車における電気自動車の円滑な普及のため、公共施設の新設、

建替え、または大規模改修の際は、電気自動車の充電設備及び給電

                                                   
※ 9 B u i ld i n g  E ne r g y  M an ag e me n t  S ys t e mの略。建物の使用エネルギーや室内環境を把握

し、省エネに役立てていくためのシステム。  
※ 10 Energy Service Company 事業の略。工場・事務所・オフィスビル・商業施設・公的施設など

に対して、省エネに関する包括的なサービスを提供し、従前の利便性を損なうことなくコスト

削減効果を保証し、削減したエネルギーコストから報酬を得る事業。  
※ 11 ZEB とは Zero Energy Building の略。室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネ化を実現した

上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間のエネ

ルギー消費量の収支をゼロまたはマイナスとすることを目指した建築物。 ZEB Ready とは

ZEB を見据えた先進建築物として、外皮の高性能化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再

生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を 50％以上削減した建築物  
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設備等を確保するとともに、将来増設可能となるよう配慮します。 

重点推進事項③ 節電・省エネルギー対策の通年実施（職員への意識啓発） 

・節電や省エネ対策を実施するためには、職員一人ひとりの意識・行

動が極めて重要になることから、年間を通じた意識啓発を実施しま

す。 

・毎週水曜日のエコアクションデー（ノー残業デー）の実施 

・「クールビズ」「ウォームビズ」の実施 

・エコドライブの推進 

・照明の適正使用の推進 

・環境に関する研修会の実施 

環境施策を全庁的に進める必要性やその手法等について学ぶ 

・見える化による取組の推進 

各施設のエネルギー使用量等のデータを集計・見える化し、行動

指針の取組状況について定期的にチェックし、取組意欲の維持・

向上を図る 

 (2) 重点推進事項のプロジェクト化 

建替えや大規模改修等のタイミングに合わせた再生可能エネルギーの

導入や省エネ機器への改修を進めるためには、複数年にわたる部局間と

の調整や協議が必要です。 

そこで、重点推進事項の推進にあたっては、プロジェクトチームを組

織して推進するものとします。（図表 19） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 19 重点推進事項のプロジェクト化の例 

取組項目の抽出及び 

プロジェクトチームの編成 

（春日部市環境対策推進会議で

決定） 

プロジェクトチーム内での検討 

取組内容の検討及び素案の作成 

春日部市環境対策推進会議の 

審議を経てプロジェクト化の 

決定 

プロジェクトの実行 

（各部局及び関係各課） 

予算の確保  

行動指針  

（環境政策課 

から呼び掛け） 

大規模改修等予定 

施設の取りまとめ 

(公共施設事業調整課) 

事務局  

環境政策課  
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 2．その他の全庁共通事項の推進  

その他の全庁共通事項① 電気使用量の削減 

・室内空調条件を把握し、冷暖房温度設定は、室内環境基準の範囲内

で、実際の室内温度と外気温度との差などを考慮して設定します。 

・照明設備の省エネ化や長寿命化を図るため LED 化を進めます。 

・空調の温度設定を適切に設定するとともに、効果的なブラインドの

活用を図ることで、空調による電気使用量の削減を図ります。 

・執務室や廊下などの状況に合わせた照明の間引きや、昼休みの消灯、

残業時の照明を必要最低限にするなどして、照明による電気使用量の

削減を図ります。 

・扇風機・ブラインド等の小物を活用した空調使用の合理化を図ります。  

・エレベーターの使用はなるべく控え、また使用していない電気機器の

電源を切るなど、電気使用量の削減を図ります。 

・電気機器の交換にあたっては、エネルギー効率の良い物にします。 

・最大電力を抑制するためのデマンド管理※ 12 を行います。 

・計測監視、受電設備の点検を実施します。 

 

その他の全庁共通事項② エネルギーや資源利用量の削減 

・公用車を使用する際は、エコドライブ※ 13 を実施することで、自動車

燃料の削減を図ります。 

・施設のボイラーや冷温水発生器等の適切な運転管理・整備を行うとと

もに、指定管理者にも同様に管理を求めることで、エネルギー使用の

削減を図ります。 

・エネルギー使用設備・機器の日常点検・定期的な点検を適切な時期で

行い、記録・整理し適正な管理に努めます。 

・文書の電子化・両面コピー・裏紙利用を推進し、紙使用量の削減を図

ります。 

・雨水の活用を推進し、節水型機器を導入するとともに、節水に心がけ

ることで、水道水の使用量の削減を図ります。 

・フロン類・備品・什器などの廃棄物の適正な処理と、紙類の適正なリ

サイクルなど、市の施設から出るゴミの分別と適正な処理を推進しま

す。 

・物品リユースマーケットにより、文具や備品を庁内で融通し、再利用

を推進します。 

                                                   
※ 12 電力需要を把握し、使用している電力機器を調整することで、最大電力の削減を図ること。  
※ 13 荷物の積み下ろしや人待ちの時は、アイドリングストップを行う。公用車を運転するときは急

発進、急加速をしない。不必要な荷物を積んだままで運行しないなど。エコドライブ 10 のす

すめについては、資料 7 を参照。  
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その他の全庁共通事項③ 環境に配慮したグリーン購入・グリーン契約の取組 

・物品の購入等については、春日部市環境物品等の調達推進方針を作成

し、グリーン購入法適合商品等の購入の徹底を図ります。 

・国が基本方針で具体的な環境配慮契約の方法を定めているもの※ 14 に

ついては、本市の状況に応じて個別に環境配慮契約方針を作成し、庁

内における環境配慮契約を推進します。 

 

その他の全庁共通事項④ 緑の維持管理 

・公共施設の屋上や壁面などの緑化や、施設敷地内の緑地の適正な管理

を推進し、緑の維持管理を推進します。  

                                                   
※ 14 電力供給・自動車の購入等・船舶の調達・省エネルギー改修・建築物。  

javascript:void(0);
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3．部局固有の取組事項の推進 
温室効果ガス総排出量の削減目標を達成するためには、部局別の状況に応

じた取組も大切です。 

省エネ等に関する部局別の具体的な取組内容は以下のとおりです。 

 

①市長部局 

ア．複層ガラスの採用や樹脂サッシなど、窓ガラスの断熱化を行うと同

時に、緑のカーテンの活用による夏季温度上昇の抑制を図ります。 

イ．水回りには、節水設備を導入した上で、雨水利用も促進することで、

節水を進めます。 

ウ．来庁者や利用者の状況に合わせ、エレベーター稼働台数の適正化を

図ります。 

 

②市立医療センター 

ア．病室や事務室など、部屋の用途に応じた空調温度の調整を図ります。 

イ．照明の適正利用を図ります。 

 

③上下水道部（水道事業） 

ア．ポンプなどを高効率設備に更新します。 

イ．浄水場内の施設や用地を利用し、再生可能エネルギーなどの導入を

検討します。 

 

④教育委員会 

ア．空調運転時間を使用実態に合せて管理し、空調区画ごとに設定温度

を管理します。なお、小・中・義務教育学校の空調設備については、

春日部市立小・中学校エアコン運用指針に基づき管理します。 

イ．小・中・義務教育学校校舎トイレ改修にあたっては、節水型衛生器

具及び人感センサー付き設備器具の導入を図ります。 

ウ．小・中・義務教育学校の空調稼動状況をモニタリングし、エネルギ

ー消費量等を管理します。 
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第 6 章 計画の推進及び点検の体制と公表 

1．計画の推進体制の組織と各役割 
計画の推進のための体制の役職及び組織と、主な役割は図表20のとおりです。 

 

 

  （１）計画推進の役職 

役職名 担う者 主 な 役 割 

環境管理統括者 市長 計画及び方策の決定等を行う 

環境管理責任者 環境経済部長 

計画の進捗状況の把握、点検及び評価結果

の取りまとめを行うため、環境管理者への

指示・監督を行う。また、環境管理者を通

じて環境リーダーに行動指針の推進を指示

する 

環境管理者 各課長 

課内（出先機関を含む。）の計画の進捗状

況の把握、点検及び評価結果を取りまと

め、環境管理責任者に報告を行う。また、

環境リーダーに行動指針の推進を指示する 

環境リーダー 
出先機関の長 

及び主幹級 

課内または出先機関内における行動指針を

推進する 

（２）計画推進の組織 

組織名 構成員 主 な 役 割 

春日部市 

環境対策推進会

議 

副市長 

各部長 

計画の進捗状況の管理及び計画の調査審議

を行う 

プロジェクト 

チーム 

随時 

主幹級など 

春日部市環境対策推進会議の指示により専

門的な事項（プロジェクト）について、検

討・立案・推進をする 

 

 

  

図表20 計画推進のための役職及び組織の主な役割 

 

環境管理統括者（市長）  

環境管理責任者（環境経済部長）  

春日部市環境対策推進会議※  

委員長（副市長）  

副委員長（環境経済部長）  

委員（各部長・各委員会事務局長）  

環境管理者（各課長）  

プロジェクトチーム※ 

（随時主幹級などで組織）  

環境リーダー（出先機関の長及び主幹

級）  

指示  報告  

指示  

指示  

指示  

報告  

報告  

報告  

報告  指示  

※事務局  

環境政策課  
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2．実施状況の点検・評価・公表 
(1) 点検・評価の流れ 

本計画は市の事務事業に係る全ての電気･ガス・ガソリン等の使用をは

じめ､物品購入から紙等の廃棄に至るまで多種多様かつ広範な分野が関係

します。そのため、取組を進めるにあたっては、全組織の横断的な調整を

含めて職員一人ひとりの意識の向上が必要不可欠です。 

現在の情報を可能な限り整理し、問題点を洗い出し、改善点を明確に提

示することによって、さらなる改善効果の実現を目指していくことが重要

です。 

本計画を全庁的に推進するため、図表21のように、自らの温室効果ガス

の排出状況を認識して、実行計画やプロジェクトの策定(Plan)、計画やプ

ロジェクトに基づいた部局や各課単位における取組の実施(Do）、排出量

や取組状況の点検(Check)、実行計画やプロジェクトの見直し(Action）と

いうサイクルを繰り返すことで、目標達成を目指します。 

なお、排出状況や取組状況の点検は、毎年度行い、プロジェクトは、計

画の内容に応じて、2～3年に一度のペースで見直しをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各課及び出先機関における日常的な推進のための点検・評価体制 

環境管理者は、本計画の実効性を高めるため、排出状況や取組内容を把

握・点検・評価し、各課等における本計画の数値目標の達成に向けた取組

を推進します。 

また、各所属の環境リーダーは、日常業務の中で職員が行動指針に基づ

き業務に取り組むことを管理・推進します。 

  

実行計画の 

策定 

（Plan） 

実行計画の

見直し

（Action） 

取組の実施

（Do） 

排出量や 

取組状況の点検 

（Check） 

図表 21 実行計画の推進サイクル  
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(3) 公表内容と頻度 

今後の継続的管理を推進する上で重要となる、各年度の各部局からのエ

ネルギー使用量の取りまとめの流れは、図表22のとおりです。 

温室効果ガスの総排出量、数値目標の達成状況、計画の取組状況等につ

いては、環境政策課で取りまとめ、温対法第21条第10項に基づき、毎年度

公表します。 

 

【公表の流れ】 

 

① 各課は、当該課内（出先機関を含む。）のエネルギー使用量を毎月

記録し、毎年度環境政策課の指定する日までに、各部局の取りまとめ

課へ報告します。 

② 各部局の取りまとめ課は、各課の取組状況を集計し、毎年度省エネ

法や県条例の届出をするとともに、環境政策課へ結果を報告します。 

③ 各部局から報告された結果及び国から公表される該当年度の電気事

業者の実排出係数に基づき、環境政策課で市全体の事務事業における

温室効果ガスの総排出量、数値目標の達成状況等の点検・評価を行

い、春日部市環境対策推進会議に結果を報告します。 

④ 春日部市環境対策推進会議の承認後、年度内に環境政策課が市のホ

ームページ等に公表するとともに、春日部市環境審議会へ報告しま

す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図表22 温室効果ガス排出量取りまとめの流れ 
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資料 1 全庁的に取り組む具体的な行動指針  

  

                                                   
※ 15 フロアの階を移動する際、 2 階上がる、あるいは 3 階下に行く程度のときは、エレベーターに

乗らず階段を利用すること。  

No 取組内容 

職員一人ひと

りが取り組む

もの 

担当課（主導

となる課）が

取り組むもの 

①電気使用量の削減 

1 
室温が夏季は 28℃、冬季は 20℃になるように空調

を調節する。 
● ● 

2 
接客時など必要がある場合を除き、昼休みは照明

を消す。 
● ● 

3 
窓のブラインドの適切な開閉により、採光・遮光

を効果的に行う。 
● ● 

4 ノー残業デーの取組を徹底する。 ● ● 

5 
業務及び歩行等に支障のない範囲で、執務室や廊

下の照明を間引きする。 
 ● 

6 最大電力を抑制するためのデマンド管理を行う。  ● 

7 計測監視・受電設備の点検を実施する。  ● 

8 始業前及び残業時の照明は、必要最低限にする。 ●  

9 
エレベーターはできるだけ使用せずに階段を使用

する。（2 アップ 3 ダウン※ 15 の励行。） 
●  

10 
パソコンの利用は、業務上必要な場合のみとする。 

（昼休み・業務時間外も含む） 
●  

11 
パソコン利用時の画面の明るさ等の設定は、必要 

最低限の値とする。 
● ● 

12 
使用していない電気機器の電源を切り、コンセン

トを抜く。 
● ● 

13 私用の電気機器の充電等を行わない。 ●  
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No 取組内容 

職員一人ひと

りが取り組む

もの 

担当課（主導

となる課）が

取り組むもの 

②エネルギーや資源利用量の削減 

1 
外出するときは、徒歩・自転車・公共交通機関を利

用するように心がける。 
●  

2 エコドライブを実施する。 ●  

3 
ボイラー・冷温水発生機等の適切な運転管理・整

備を行う。 
 ● 

4 指定管理者にもエネルギー管理を求める。  ● 

5 
エネルギー使用設備・機器の日常点検・定期的な

点検を行い、適正に管理する。 
 ● 

6 

ファイリングシステムを活用し、資料はできるだ

け一元化し、課内・担当内・個人で複数保有しな

い。 

●  

7 
可能な限り両面コピーやミスコピーの裏面利用を

する。 
●  

8 文書の電子化を推進する。 ● ● 

9 
雨水を利用した水洗トイレ、植木への散水等のた

めの施設・設備を導入する。 
 ● 

10 節水型機器を導入する。  ● 

11 水道水を使うときは、節水に心がける。 ●  

12 公用車の洗車時には、ため洗いを心がける。 ●  

13 

フロンや代替フロンを使用している機器を交換・

廃棄するときは､フロンガスを回収し適正に処理

する。 

 ● 

14 
備品・什器・車などを廃棄する時は適正に処理す

る。 
 ● 

15 
各古紙や雑紙のリサイクルボックスを設置し、回

収を行う。 
● ● 

16 
市の施設から出るごみは、市の分別方法に従って

分別を徹底し、適正に処理する。 
●  

17 
3M 運動（マイバッグ・マイはし・マイボトル）を

推進する。 
●  

18 物品リユースマーケットを活用する。 ● ● 

19 
備品などは安易に新規購入せず、可能な限り長く

使う。 
● ● 
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※ 16 世界 9 カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度。  

No 取組内容 

職員一人ひと

りが取り組む

もの 

担当課（主導

となる課）が

取り組むもの 

③環境に配慮したグリーン購入・グリーン契約の取組 

1 

コピー用紙購入の際は、総合評価値80ポイント以

上を目安に、可能な限り古紙配合率の高いものを

購入する。 

● ● 

2 

市の発行物を含め、印刷物を作成する際は、でき

る限りリサイクル適正やグリーン購入法に適合す

る印刷方法で作成する。 

● ● 

3 
OA機器導入の際には、国際エネルギースタープロ

グラム※ 16に適合した商品を導入する。 
● ● 

4 グリーン購入法適合商品等の購入の徹底等を図る。 ● ● 

5 

公共工事を行うときは、計画段階から事業の実施

が環境に与える影響を把握し、環境保全対策を検

討・実施する。 

 ● 

6 
歩道・駐車場などの整備の際は、透水性舗装を採

用し、雨水を地下に浸透させる。 
 ● 

7 
道路整備・河川整備などの工事を行うときは、生

物の生息環境の保全や連続性の確保に努める。 
 ● 

8 

事業者の ISO/JIS 環境規格認証取得動向を勘案

し、入札参加資格の審査の際、ISO/JIS 環境規格の

認証取得の有無を考慮する。 

 ● 

9 

建築物に関する契約をする際は、環境配慮技術に

優れた設計者を選定するため、環境配慮型プロポ

ーザル方式の導入に努める。 

● ● 

No 取組内容 

職員一人ひと

りが取り組む

もの 

担当課（主導

となる課）が

取り組むもの 

④緑の維持管理 

1 公共施設の敷地内の緑化を推進する。  ● 

2 公共施設の敷地内緑地の適正な管理を行う。  ● 
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資料 2 参考データ 

 

 

これまでにCO2の削減につながった取組  

重点推進事項①関係(p16) 

…街路灯のLED化（平成29年度に実施）-暮らしの安全課- 

⇒市で管理している街路灯のLED化、環境省補助金と活用したもの 

○概算CO2削減量…984t-CO2 （基準年度比約4.8%削減） 

 

その他の全庁共通事項①関係(P18) 

…余熱を利用した発電（平成５年度から実施） 

-リサイクル推進課（環境センター）- 

⇒一般廃棄物処理施設における余熱を利用して発電したもの 

○令和3年度概算CO2削減量…4,506t-CO2 （基準年度比約22.2%削減） 

 

その他の全庁共通事項③関係(P19) 

…電力に係るグリーン契約（平成25年度から実施） 

-環境政策課・学校総務課・中央公民館- 

⇒高圧受電施設76施設において入札を実施したもの 

○平成28年度CO2削減量…396t-CO2 （基準年度比約1.9%削減） 

 

取り組みを実現した場合（試算）  

重点推進事項①関係(p16) 

…再エネ電力への切り替え（令和４年度に一部実施） 

⇒再生可能エネルギーにより発電された電力を使用する場合 

○想定CO2削減量…1,532t-CO2 （基準年度比約7.6%削減） 

※令和３年度電気使用量実績を使用かつ令和４年度に実施している 

一部施設で利用した場合 

○想定CO2削減量…12,824t-CO2 （基準年度比約63.2%削減） 

※令和３年度電気使用量実績を使用かつ全施設で利用した場合 

 

重点推進事項②関係(p16) …公用車導入時における次世代自動車への転換 

⇒ガソリン車を電気自動車（BEV、PHV、HV）に入れ替えた場合 

○燃費がCO2換算で５分の２ 

 

重点推進事項③関係(p16) …職員への環境教育 

⇒職員全員がエコドライブを実施し、燃費が10％向上した場合 

○想定CO2削減量… 21t-CO2 （基準年度比約0.1%削減） 
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資料 3 地球温暖化対策の推進に関する法律【抜粋】 

（平成十年法律第百十七号）    最終改正：令和 4 年 6 月 17 日 法律第 68 号 

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであ

り、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中

の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題で

あり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに

鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済

活動その他の活動による温室効果ガスの排出の量の削減等を促進するための措置を

講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の

健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的と

する。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効

果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体とし

て、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 

２ この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化（以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」とい

う。）その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 

３ この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。 

一 二酸化炭素 

二 メタン 

三 一酸化二窒素 

四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 

五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 

六 六ふっ化硫黄 

七 三ふっ化窒素 

４ この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温

室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給され

た電気若しくは熱（燃料又は電気を熱源とするものに限る。）を使用することを

いう。 

５ この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ご

とに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖

化係数（温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭

素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき

政令で定める係数をいう。以下同じ。）を乗じて得た量の合計量をいう。 

６ この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生

可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地

域の脱炭素化（次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地

域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴
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って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。）

のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定

めるもの（以下「地域脱炭素化促進施設」という。）の整備及びその他の地域の

脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための

取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをい

う。 

７ この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トン

を表す単位により表記されるものをいう。 

一 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（以下「京都議定書」とい

う。）第三条７に規定する割当量 

二 京都議定書第六条１に規定する排出削減単位 

三 京都議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量 

 

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出

の量の削減等のための施策を推進するものとする。 

２ 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等の

ための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の

量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報

の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（国及び地方公共団体の施策） 

第十九条 国は、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見及びこ

の法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を

活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のため

に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、そ

の区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総

合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 

３ 国は、都道府県及び市町村が前項に規定する施策を策定し、及び実施するための

費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとす

る。 

 

（政府実行計画等） 

第二十条 政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効

果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画（以下この条において「政府

実行計画」という。）を策定するものとする。 

２ 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 政府実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他政府実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
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４ 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行

政機関の長と協議しなければならない。 

５ 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実

行計画を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。 

７ 政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガス総排

出量を含む。）を公表しなければならない。 

 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即

して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の

削減等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 地方公共団体実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 都道府県及び指定都市等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十

二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。）は、地方公共団体実行計画にお

いて、前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効

果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを

定めるものとする。 

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会的

条件に適したものの利用の促進に関する事項 

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利

用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関し

て行う活動の促進に関する事項 

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑

地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域

環境の整備及び改善に関する事項 

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律第

百十号）第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他

の循環型社会（同条第一項に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項 

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標 

４ 市町村（指定都市等を除く。）は、地方公共団体実行計画において、第二項各号

に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の

量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよ

う努めるものとする。 

５ 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合

においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努

めるものとする。 
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一 地域脱炭素化促進事業の目標 

二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（以下「促進区域」という。） 

三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 

四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関

する事項 

五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項 

イ 地域の環境の保全のための取組 

ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

６ 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定め

る基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定

に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。 

７ 前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境

省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮し

て定めるものとする。 

８ 都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興

地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策につい

て、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温

室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。 

９ 市町村は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共

団体実行計画及び他の市町村の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう

努めなければならない。 

１０ 都道府県及び市町村（地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項

各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。）は、地方

公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

１１ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あ

らかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 

１２ 都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項（第六項に

規定する都道府県の基準を含む。）を定めようとする場合、又は市町村が地方公共

団体実行計画において第三項各号若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとす

る場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織

されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公

共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。 

１３ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、

単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

１４ 第九項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用す

る。 

１５ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計

画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表し

なければならない。 

１６ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認

めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送
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付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べる

ことができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環

境省令で定める。   
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資料 4 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律【抜粋】 

（平成十二年法律第百号）     最終改正：令和 3 年 5 月 19 日 法律第 36 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人によ

る環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等へ

の需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少

ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品

又は役務をいう。 

一 再生資源その他の環境への負荷（環境基本法（平成五年法律第九十一号）第二

条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。）の低減に資する原材料又

は部品 

二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い

排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部

又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制するこ

とができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品 

三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に

資する役務 

２ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）又は

特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為

をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第

四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。）のうち、その資

本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために

必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人で

あって、政令で定めるものをいう。 

３ この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年

法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

４ この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和二十二年法律第三十四

号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 

 

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務） 

第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需

要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等

への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。  
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資料 5 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に

関する法律【抜粋】 

（平成十九年法律第五十六号）   最終改正：令和 3 年 5 月 19 日 法律第 36 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推

進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項

を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境へ

の負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「温室効果ガス等」とは、温室効果ガスその他環境への負

荷（環境基本法（平成五年法律第九十一号）第二条第一項に規定する環境への負荷

をいう。以下同じ。）の原因となる物質をいう。 

２ この法律において「国等」とは、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人をいう。 

３ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）又は

特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為

をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第

四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。）のうち、その資

本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために

必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人で

あって、政令で定めるものをいう。 

４ この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年

法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

５ この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和二十二年法律第三十四

号）第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 

 

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務） 

第四条 地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を

図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体

にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはそ

の事務及び事業に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し

て、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減

に配慮した契約の推進に努めるものとする。 
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資料 6 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業

活動の促進に関する法律【抜粋】 

（平成十六年法律第七十七号）   最終改正：平成 17 年 7 月 26 日 法律第 87 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る

環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかん

がみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国

等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に

関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適

切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷（環境基本法

（平成五年法律第九十一号）第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同

じ。）を低減することその他の環境の保全に関する活動及び環境への負荷を生じさ

せ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。 

２ この法律において「環境情報」とは、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する

情報及び製品その他の物又は役務（以下「製品等」という。）に係る環境への負荷

の低減に関する情報をいう。 

３ この法律において「環境に配慮した事業活動」とは、環境への負荷を低減するこ

と、良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動が自主的に行われ

る事業活動をいう。 

４ この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事

業者（特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要

な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の

事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態

様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を

勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ。）その他の事業者が一の事業年度又

は営業年度におけるその事業活動に係る環境配慮等の状況（その事業活動に伴う環

境への負荷の程度を示す数値を含む。）を記載した文書（その作成に代えて電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を

いう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、自らの環境配慮等の状況を公表するとともに、事業者による環境情報

の提供の促進、事業者又は国民による環境情報の利用の促進その他の環境に配慮し

た事業活動の促進のための施策を推進するものとする。 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000091_20150801
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000091_20150801
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/405AC0000000091_20150801
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２ 地方公共団体は、自らの環境配慮等の状況を公表するように努めるとともに、そ

の区域の自然的社会的条件に応じた環境に配慮した事業活動の促進のための施策を

推進するように努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、環境に配慮した事業活動の促進のための施策を推進する

に当たっては、中小企業者の事務負担その他の事情に配慮をしつつ、これを行うも

のとする。 
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資料 7 エコドライブ 10 のすすめ 
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資料 8 エコライフ DAY・WEEK チェックシート 

埼玉県が作成しているエコライフ DAY・WEEK チェックシートを活用し、日

常生活でも一人ひとり身近なことから取組を実施しましょう。シートを利用

する際は、最新版をご利用ください。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     絵は大河原が作成のため  

著作権問題なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日部市は、地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE(=賢い選択)」に賛同

し、地球温暖化対策に取り組みます。 
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